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認定こども園について 
 

 

 

認定こども園 … 幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設。  
 

 

 

 施設の類型  

 

 

幼保連携型 

認定こども園  
幼保連携型認定こども園 

（学校及び児童福祉施設） 
 

 
○認定こども園法に基づく認可施設 

※設置主体は自治体、学校法人、 

社会福祉法人のみ 

  
 

 

幼稚園型 

認定こども園 
 幼稚園 

（学校） 

  

 
 

○学校教育法に基づく認可施設 

 
保育所機能 

  

        

保育所型 

認定こども園 
  

  
保育所 

（児童福祉施設） 
 
○児童福祉法に基づく認可施設 

  
幼稚園機能 

  

 

 

（特長） 

・保護者の就労状況に関わらず、同じ施設で同じ教育・保育を受け、小学校に 

 入学できる。 

 

 

 

 認定区分の類型（1号、2号、3号認定）  

 

 

対 象 保育を必要とする 保育を必要としない 

3歳未満児  3号認定 

保育標準時間（利用） 

― 

保育 短 時間（利用） 

3歳以上児 
（小学校就学前まで） 

2号認定 

保育標準時間（利用） 
1号認定 

（教育のみ） 

教育標準時間 

（利用） 
保育 短 時間（利用） 

 



 
 

 

 認定区分により利用できる施設・事業   

 

 

施設 ・ 事業名 1号認定 2号認定 3号認定  

施 

設 

幼稚園 ○ 
 

―  

保育所 
 

○ ○  

認定こども園 ○ ※1 ○ ○ ※2  

事 

業 

小規模保育   ○  

家庭的保育   ○  

居宅訪問型保育   ○  

事業所内保育   ○  

※１ 幼保連携型は定員設定しないことも可 ※２ 定員設定しないことも可 

 

 

 

 認定こども園への移行に際し、施設に関する主な検討事項  
 

 

幼稚園から移行する場合 保育所から移行する場合 

・部屋数の確保           ・部屋数の確保 

・調理室の設置 ・調理室の拡充 

・保育室（低年齢児）の整備 ・遊戯室の確保（保育室との共用可） 

・保育室ごとの空調設備   

・低年齢児用のトイレ   

（共通）送迎時の対応 

 

 


